
　
　①申請者は、団体登録申請書（様式第１号）、実施計画書、団体の構成員名簿、団体の会則、

　　活動内容がわかるもの（チラシ等）を市へ提出

↓

　②市は、団体登録（決定・却下）通知書（様式第２号）を申請者へ送付

↓

　③団体登録決定を受けた申請者は、補助金交付申請書（様式第３号）、収支予定明細書を市へ提出

↓

　④市は、補助金交付決定通知書（様式第４号）、補助金交付請求書（様式第５号）を

　　申請者へ送付

　　※内容を審査し、適当と認めたものについて、交付すべき補助金の概算額を決定します。

↓

　⑤申請者は、補助金交付請求書（様式第５号）を市へ提出

　　※団体用の通帳をご準備しておいてください。

↓

　⑥補助金の交付

↓

　⑦申請者は、その月毎の月次報告書（様式第６号）と申込書を翌月１０日までに市へ提出

　※申込書は利用者１名につき、毎年度の初回利用時のみ必要になります。２回目以降は申込書不要です。

↓

　⑧申請者は、当該年度の活動完了の日又は３月３１日のいずれか早い日から１４日以内に

　　実績報告書（様式第７号）、利用者報告書、収支明細書を市へ提出

↓

　⑨市は、補助金確定通知書（様式第８号）を申請者へ送付

　※補助金確定に伴い、返還が生じた場合は補助金返還通知書（様式第９号）を申請者へ送付

　　※内容を審査し、適当と認めたものについて、交付すべき補助金の額を確定します。

↓

　➉返還が生じた場合、申請者は、すみやかに補助金を市に返還

　※団体登録決定後であっても、偽りや不正な手段によって登録を受けた場合や、その他補助

　　することが適当でないと認められる活動であった場合は、決定を取り消すことがあります。

　　また、補助金の交付後であっても、同様に補助金の交付決定を取り消すべき理由があると

　　認められる場合は、補助金の返還を求める場合があります。
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